
2019年 10月 1日 

お客様各位 

株式会社 佐賀共栄銀行 

 

「Ｗｅｂ口振受付サービス」の取扱開始について 

 

 2019年 10月 1日（火）より、インターネットを利用して預金口座振替のお申込み手続きができる「Ｗｅ

ｂ口振受付サービス」の取扱いを開始いたしますのでお知らせします。 

 本サービスにより、お客さまから書面の提出が必要であった預金口座振替の申込み手続きを、ご自宅のパ

ソコンや携帯電話から簡単にペーパーレスでできるようになります。 

 

記 

 

１.サービスの概要 

 （1）サービスの内容 

パソコンや携帯電話を通じて、収納企業のＷｅｂサイトに必要な情報を入力することにより、預

金口座振替依頼のお申込み手続きが完了するサービスです。 

（2）サービス開始の目的 

お客さまはＷｅｂ上で口座振替の申込みが完了できることから、預金口座振替依頼書のご記入等

が不要になります。また、書面での手続きに比べ、登録までの時間が大幅に短縮されることから、

お客さまの利便性向上の一環として取扱いを開始するものです。 

 

２．取扱開始日 

2019年 10月 1日（火）より 

 

３．ご利用いただけるお客さま 

  当行にキャッシュカードのある普通預金口座をお持ちの個人・個人事業主のお客さま 

 

４．ご利用時間 

曜 日 サービス時間 

平日（月曜日～金曜日） 7：00 ～ 22：00 

土曜日・日曜日 8：00 ～ 22：00 

祝日 8：00 ～ 22：00 

※システムメンテナンス等により、本サービスをご利用いただけない場合がございます。 

 

５．ご利用方法 

収納企業のホームページ（パソコン・携帯サイト）を通じて、預金口座振替のお申込みを行うことが

できます。（※ご利用方法は、収納機関によって異なります。） 

 

６．対象となる収納企業 

添付の「Ｗｅｂ口振受付サービスのご案内」をご覧ください。 

今後、収納企業につきましては、順次拡大していく予定です。 

 

本件に関するお問い合わせ 

事務統括部  ＴＥＬ：0952-22-2244 

 

 



Ｗｅｂ口振受付サービスのご案内 
 
❏ サービスの概要 
商品の購入代金・公共料金や携帯電話の料金などのお支払いに関する預金口座振替契約を収納機関のホー
ムページ上で申込むことができるサービスです。（当行ホームページからはお手続きできません。） 
申込書のご記入や銀行窓口までご来店いただくことなく、お申し込み手続きを完了することができます。 

 
❏ ご利用いただけるお客さま 
総合口座または普通預金口座のキャッシュカードをお持ちの個人（個人事業主を含みます）のお客さま。 

 
❏ ご利用方法 
① 本サービスをご利用される収納機関のサイトで、口座振替の金融機関先を佐賀共栄銀行にご指定くだ
さい。 

      ⇓ 
② 画面の案内に従い、口座振替契約を希望される支店名をご入力ください。 

      ⇓ 
③ 口座情報入力画面で、口座番号・生年月日・キャッシュカードの暗証番号をご入力ください。 

      ⇓ 
④ 入力内容を確認後、データを送信するだけで預金口座振替契約が完了します。 

 
❏ ご利用手数料 
無料 
※ただし、インターネット・携帯電話ご利用時の通信・接続料金等はお客さまのご負担となります。 

 
❏ ご利用時間   
 

曜 日 サービス時間 
平日（月曜日～金曜日） 7：00 ～ 22：00 
土曜日・日曜日 8：00 ～ 22：00 
祝日 8：00 ～ 22：00 

※システムメンテナンス等により、本サービスをご利用いただけない場合がございます。 
 
❏ ご利用可能な収納機関（2019年 10月 1日現在） 
・株式会社ＮＴＴドコモ（ｄカード） 
・ＫＤＤＩ株式会社 
・ＮＴＴファイナンス株式会社（ＮＴＴコミュニケーションズ） 
・日本放送協会 
・日本生命保険相互会社 
・大樹生命保険株式会社 
・アフラック収納サービス株式会社 
・株式会社オリエントコーポレーション 
・イオンクレジットサービス株式会社 
・ライフカード株式会社 
・トヨタファイナンス株式会社 



・株式会社ゆめカード 
・株式会社シーエスエス 
・ＮＴＴファイナンス株式会社（東日本電信電話） 
・ＮＴＴファイナンス株式会社（西日本電信電話） 
・ＮＴＴファイナンス株式会社（ＮＴＴドコモ） 
・三菱ＵＦＪファクター株式会社 
・みずほファクター株式会社 
・株式会社システム収納センター 
・ＭＭＣダイヤモンドファイナンス株式会社 
・ワイジェイカード株式会社 
・株式会社日産フィナンシャルサービス 
・ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 
・株式会社アプラス 
・株式会社セディナ（クオーク） 
・株式会社セディナ（ＯＭＣ） 
・株式会社セディナ（ＣＦ） 
・りそな決済サービス株式会社 
・ＰＧビジネスサービス株式会社 
・楽天カードサービス株式会社 
・ポケットカード株式会社（2019年 10月 2日サービス開始） 

 
❏ 利用規定   
本サービスのご利用につきましては、「Ｗｅｂ口振受付サービス利用規定」が適用されます。本サービス
のご利用にあたりましては、利用規定をよくご確認ください。 

 
❏ ご留意事項  
○ 本サービスにおける口座振替契約の受付は、当行と契約のある収納機関のホームページのみでお取り
扱いいたします。当行ホームページ等でキャッシュカード等により口座振替契約を受付けるお取り扱
いは行っておりません。 

    また、当行の窓口等で口座振替契約をお申込みになる場合は、必ず所定の口座振替申込書とお届印が
必要です。 

○ 本サービスにより受付けした口座振替のご契約を取消す場合は、お届印をお持ちのうえ、窓口にてお
手続きをお願いします。 

○ 本サービスのご利用を希望されないお客さまは、お届印をお持ちのうえ窓口にて所定のお手続きをさ
せていただくことにより、このお取り扱いを停止することができます。 

○ キャッシュカード等の暗証番号に関する注意 
 暗証番号は、他人に絶対知られないようご注意ください。 
 当行の行員や収納機関の従業員が本サービスに関して、カードの暗証番号をお尋ねすることはあり
ません。 

 生年月日や電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は、暗証番号としてお使いいただきません
ようお願いいたします。 

 暗証番号を入力する際は、第三者に見られないようにご注意ください。 
 暗証番号は正確に入力してください。一定回数連続して間違えますと、本サービスが利用不能とな
りますのでご注意ください。 



【Ｗｅｂ口振受付サービス利用規程】 

 

Ｗｅｂ口振受付サービス利用規定（以下「本規定」といいます。）は、Ｗｅｂ口振受付サービス（以下「本サービス」といい

ます。）の利用について規定するものです。 Ｗｅｂ口振受付サービスの利用者（以下「お客様」といいます。）は、本規定の内

容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。  

 

第１条（サービス内容） 

本サービスは、お客様が、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座（以下「対象

口座」という）を対象として、パーソナルコンピューター、携帯電話その他の端末機（以下「端末機」という）からインター

ネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。 

 

第２条（サービス利用対象者） 

お客様は、本規定に同意した当行発行のキャッシュカードを保有している個人で、かつ後記第３条に定める対象口座を保有

する預金者本人に限ります。 

 

第３条（サービス対象口座） 

本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預

金口座（総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます。）に限ります。 

 

第４条（サービス利用対象端末機） 

本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有し、かつ当行所定のブラウザソフト（ＷＷＷ（ワール

ド・ワイド・ウェブ）閲覧用のソフトウェアを備えたものに限ります。 

 

第５条（サービス利用時間） 

本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。なお、利用時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく

変更する場合があります。 

 

第６条（本人確認） 

お客様が本サービスを利用する場合は、サービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカ

ード暗証等当行所定の事項を当行所定の方法により正確に当行へ通知するものとします。お客様が当行へ通知した内容が、当

行に登録されている内容と一致した場合は、当行はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるもの

として、後記第７条に定める契約締結の申込みを受け付けます。 

 

第７条（契約の締結） 

１．お客様は、前記第６条に定めた本人確認手続きを経た後、当行所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むも

のとします。 

２．お客様が前記第７条１の手続きを正確に行い、当行において手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と

当行との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取

消、変更はできません。 

３．前記第７条２にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。

この場合、当行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知いたしませんので、お客様自身の手で成否を確認するも

のとします。 

（１）対象口座につき差押えが行われている場合等、当行が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。 

（２）災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用に係る通信または処理が正常に

おこなわれなかったとき。 

（３）お客様の利用する端末機や通信機器等または当行のコンピューター等に障害が発生したことにより、本サービスの利

用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき。 

４．預金口座振替契約が成立した場合、当行は、普通預金規定（利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。）

にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より請求書記載の金額を引落すこ

とができるものとします。 

５．収納機関の指定する振替日（当日が当行の休業日にあたる場合は翌営業日または前営業日）において請求書記載金額が対

象口座の支払可能金額（当座貸越（総合口座取引による当座貸越を含みます。）を利用できる範囲内の金額を含みます。）

を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。 

６．預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がな

いまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金者に通知することなく預

金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 

７．この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 

 

第８条（収納機関への通知） 

当行は、お客様との預金口座振替契約を締結した際に、収納機関に対して預金口座振替に係る情報を通知します。お客様は、

当行がお客様との預金口座振替契約に係る情報を、収納機関に通知することについてあらかじめ同意するものとします。 



 

第９条（預金口座振替の開始時期） 

収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関における手続終了後とします。 

 

第１０条（免責事項） 

１．前記第６条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当行はお客様本人による本サービスの利用の申し込みがあ

ったものとみなし、端末機、暗証番号等について当行の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、

そのために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 

２．次の各号の事由により生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 

（１）お客様の端末機、通信機器その他当行の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、また

は当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピューター等の障

害により、本サービスの提供ができなかった場合。 

（２）当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合。 

（３）お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。 

３．公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当行が一般に相当とされる暗号処理を行ったにもかかわらず盗聴、

不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、

そのために生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 

４．本サービスに関連してお客様が被った損害について当行が責任を負う場合であっても、当行は、逸失利益、間接損害、そ

の他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。 

 

第１１条（サービス利用の停止） 

１．本サービスを利用する機能は、当行所定の手続きにより当行本支店へ申し出ることにより停止することができます。 

２．当行に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当行所定の回数以上連続して入

力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 

３．キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当行が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用す

ることができません。 

４．前記第１１条１～３により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、

当行所定の手続きにより当行に依頼するものとします。 

 

第１２条（届出事項の変更） 

お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当行所定の書面により対象口座の開設店に届

出るものとします。当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負

いません。 

 

第１３条（通知、照会の連絡先） 

１．当行がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当行に届出た住所、電話番号、Ｅ

メールアドレス等を連絡先とします。 

２．当行が前記第１３条１の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前記第１２条の変更届出を怠る等、お客様

の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、

これによって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。また、当行の責によらない通信機器、回線および

コンピューター等の障害による延着、不着の場合も同様とします。 

 

第１４条（規定等の準用） 

本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規定、キャッシュカード規定等の各規定により取扱います。 

 

第１５条（規定の変更） 

当行は、お客様の事前の承諾を得ることなく本規定を変更できるものとし、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表す

ることにより、お客様に変更内容を告知いたします。 

なお、本規定を変更した場合は、変更以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 

 

第１６条（サービスの変更、中止） 

当行は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前に相当な期間をもってホームペ

ージ掲載、その他相当の方法で公表することによりお客様に告知いたします。 

 

第１７条（準拠法、管轄） 

本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行（本店）の所在地を管轄する裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以 上 
 


